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中古住宅市場における大きな問題は情報の非対称性である。情報の非対称性には隠れた情報と隠れた行動がある。

中古住宅市場における隠れた情報は中古住宅の特質であるが、それに対する対策としては売り手による情報開示があ

る。この情報開示を有効にするためには立証可能性が重要である。そのためにはリフォーム等の届け出を義務付け、

国が情報を整備してゆく必要がある。隠れた行動はエージェントである仲介業者の行動を依頼者（買い手、売り手）

が観察できないことである。この場合エージェントのモラルハザードが生じ、仲介業者は依頼者のためでなく自分の

利益を最大にするように行動する可能性がある。エージェントが依頼者のために働くようなインセンティブ報酬は買

い手との間では購入価格が安いほど仲介手数料が高くなるように、売り手との間では登録価格を高くするほど仲介手

数料が高くなるように設計すべきである。 
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1. はじめに 

中古住宅市場の大きな問題が情報の非対

称性である。情報の非対称性には「隠れた

情報」と「隠れた行動」がある。中古住宅

市場において隠れた情報は買い手が中古住

宅の質に関して十分な情報を持っていない

ことであり、隠れた行動は依頼者である買

い手または売り手が仲介業者の行動を観察

できないことである。 
買い手が中古住宅の質を十分に判断でき

ない場合、買い手が先に行動するとき

Akerlof(1970)の「レモンの原理」に従えば、

優良な中古住宅の売り手は市場から撤退し、

市場には質の悪い住宅だけが残ることになる

（逆選抜）。売り手が先に行動するとき、優良

な住宅の売り手が買い手に自分の住宅が優良

であることを示すシグナルを送ることが考え

られる。しかし、そのシグナルが有効である

ためにはシグナルを送ることによる利益（販

売価格の上昇）がコストを上回ることが必要

である。たとえば、インスペクションを行っ

て中古住宅の質をアピールしても買い手がそ

れを信用しなければシグナリングの効果がコ

ストを上回ることはなく、インスペクション

をするインセンティブがなくなる。隠れた情

報に対する対策としては売り手に情報開示を

義務付けることが有効と考えるが、これが有

効になる方策を考えることが必要である。 
隠れた行動（仲介業者の行動を観察できな

い）の問題は、売り手または買い手と媒介契

約を交わした仲介業者が売り手または買い手

のために働かない可能性である。仲介業者が

受け取る仲介手数料は取引価格の 3％が上限

となっているが、高額の中古住宅は別として、

多くの場合仲介手数料率は競争が働かず３％

に張り付いている。このような報酬体系の下

では売り手または買い手と仲介業者に利益相

反関係が発生し、仲介業者は自分の期待利益

が最大になるように行動する可能性がある。 
現状の報酬体系の下では仲介業者と買い手

の間の利益相反は明確である。すなわち、買

い手は取引価格が低いほど利益が大きいが、

 

 

仲介業者は取引価格が高いほど利益が大きい。

このような場合、仲介業者は取引価格を高い

方向に誘導する可能性がある。仲介業者と売

り手の間には、ともに取引価格が高いほど利

益が大きいので、その意味での利益相反はな

いようにみえる。しかし、仲介業者と売り手

にとって期待利益を最大にするような登録価

格が異なるのであれば、仲介業者は自分に有

利な登録価格に誘導する可能性がある。 
本論ではまず「隠れた情報」に対する対策

について議論して、次に「隠れた行動」に関

する対策として特に仲介業者ろ売り手のエー

ジェンシー問題に着目して、売り手のために

働くインセンティブ報酬を提案する。 
 

２. 隠れた情報に対する対策 

売り手に情報開示させる手法として、瑕疵

担保責任、売り主による無償保証、売り手へ

の情報開示の義務付けが考えられる。 
 
２. 1 瑕疵担保責任と無償保証 

瑕疵担保責任が問われるとなれば正確な情

報を十分に提供しようとする。しかし、隠れ

た情報問題を瑕疵担保責任で解決するのは無

理がある。中古住宅の売り手に 2、3 か月とい

う時限を設けたとしても瑕疵担保責任を課す

のは厳しいと考えるのである。我が国では、

売り手が多くの場合個人であり生産者でもな

く、むしろ消費者であることから中古住宅の

売り手に瑕疵担保責任はないとしている。ま

た、アメリカにおいても中古住宅の売り手に

瑕疵担保責任を課していない。 
売り手の無償保証は、売り手が継続取引を

前提とすると質の悪い商品を売ると次の取引

に影響を与えることがある場合に良質な商品

を供給しブランドを獲得しようとして、自主

的に行うものである。しかし、中古住宅市場

の売り手は唯一の住宅を売却する主体で継続

取引をしない。したがって、無償保証を宣言

することはない。 
 
２. ２ 売り手への情報開示の義務付け 
2.2.1 情報開示の義務付けの有効性 

隠れた情報への現実的な対応は売り手に対

する情報開示の義務付けである。 

我が国では売り手に情報開示義務はない。

仲介業者には法定開示情報「重要事項説明」

がある。「重要事項説明」の開示情報は不十

分であり、重要事項以外の情報は任意であり

開示されないことが多い。アメリカでは、売

り手に情報を開示する責任がある（ TDR
（Transfer Disclosures Statement）物件情報開

示レポート）。アメリカの TDR を参考としな

がら売り手の情報開示義務を課する方向で検

討すべきである。 
売り手に情報開示を義務付けた時それが有

効に機能するかは問題となる。情報開示の義

務付けを有効にするためには開示情報が立証

可能である必要がある。立証可能であれば、

開示情報に嘘があれば訴えられることから、

優良な住宅を持っていない売り手は正直に優

良でない住宅の情報を開示する。優良な住宅

を持っている売り手も優良であることを証明

する情報を積極的に示す。 
しかし、立証可能性がないと優良な住宅を

持っていない売り手は正直に自分の住宅の質

に関する情報を開示しない。 
情報開示の義務付けを有効に機能させるた

めには立証可能性を担保する施策が必要であ

る。立証可能性を確保するために、地方自治体

は次の事項について検討することが必要と考える。 
①地盤情報、震災等の災害の危険区域等の情

報に関して整備、公開 
②開発許可、建築確認等の情報に関して整備、

公開 
③大規模な修繕（リフォーム）の届け出の義

務付け、10 ㎡未満の増築の届け出の義務付け

を行い、それらの情報の整備、公開 
 
2.2.2 シグナリング 

中古住宅の質に関する情報を売り手が十分

に持っているわけではない。たとえば、住宅

の経年による老朽化、損傷など住宅の状態は

専門家による調査によって初めて明確になる。

そのために売り手がインスペクターに建物検

査（インスペクション）を依頼して、その結

果を買い手等に住宅が良質であることを示す

ことが考えられる。シグナリングである。 
売り手がシグナリングを行うか否かはシグ

ナリングのコスト効果による。シグナリング
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